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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
四
年
九
月
一
一
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
ド
イ
ツ
か
ら
見
た
日
本
の
労
使
関
係

ー
ド
イ
ツ
労
働
法
の
現
状
と
課
題

l
l」

報
告
者

ロ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ

7
1
ス
ナ
l
氏

(
ブ
レ

l
メ
ン
大
学
教
授
)

出
席
者

二
O
名

ド
イ
ツ
で
「
日
本
的
経
営
」
が
導
入
さ
れ
る
に
と
も
な
い
、
日
本
の
労

使
関
係
に
関
す
る
社
会
学
的
、
経
済
学
的
研
究
が
現
在
ド
イ
ツ
で
相
次
い

で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
本
報
告
は
、
ド
イ
ツ
労
働
法
を
専
攻
す
る
ヴ

7
1

ス
ナ
l
教
授
が
三
年
前
の
日
本
で
の
滞
在
研
究
と
ド
イ
ツ
で
の
日
独
の
研

究
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
経
て
、
法
制
度
の
側
面
か
ら
労
使
関
係
を

比
較
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

講
演
で
は
、
労
働
組
合
の
日
独
の
相
違
、
日
本
に
は
存
在
し
な
い
制
度

で
ド
イ
ツ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
経
営
協
議
会
と
労
働
裁
判
所

に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
、
最
後
に
、
制
度
の
差
異
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
相

違
に
つ
い
て
自
説
を
展
開
さ
れ
た
。

最
初
に
労
働
組
合
の
差
異
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。
労
働
組
合
は
日
本

で
は
企
業
別
に
組
織
さ
れ
、
か
つ
政
治
的
潮
流
と
の
結
ぶ
つ
き
が
強
い
の

に
対
し
、
ド
イ
ツ
で
は
産
業
別
に
組
織
さ
れ
、
ま
た
、
か
つ
て
は
存
在
し

た
政
治
的
分
裂
を
克
服
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
結

果
、
日
本
で
は
、
労
働
組
合
は
企
業
利
益
に
と
ら
わ
れ
や
す
く
、
政
治
的

に
分
裂
し
や
す
い
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
労
働
組
合
は
個
々
の
企
業
の
運

命
に
左
右
さ
れ
ず
、
事
業
所
の
経
営
と
の
対
比
で
よ
り
お
お
き
な
自
立
性

と
要
求
貫
徹
の
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
産
業
別
労
働
組
合
と
使
用
者
団
体
と
の
問
で
締
結
さ
れ

た
労
働
協
約
が
当
該
産
業
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
金
労
働
条
件
を

決
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
自
分
た
ち
で
は
独
自
に
協
約
を
締
結
で
き
な
い

小
規
模
事
業
所
の
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
協
約
は
統
一
的
賃
金
水
準
を

保
障
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
反
面
、
小
規
模
ま
た
は
業
績
が
悪
い
事
業
所

を
考
慮
に
入
れ
て
賃
金
水
準
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
大
規
模
事

業
所
の
労
働
者
に
と
っ
て
低
め
の
賃
金
水
準
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
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報

ド
イ
ツ
労
使
関
係
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
経
営
協
議
会
で
あ
る
。
こ
れ

は
ド
イ
ツ
で
は
企
業
に
と
っ
て
か
な
り
の
生
産
コ
ス
ト
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
。
経
営
協
議
会
制
度
を
も
た
な
い
日
本
は
、
こ
の
点
で
、
競
争
上
の

優
位
性
を
も
っ
て
い
る
。

経
営
協
議
会
は
、
五
名
以
上
の
労
働
者
が
い
る
事
業
で
設
置
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
経
営
協
議
会
の
活
動
の
費
用
は
使
用
者
が
負
担
し
、
経

営
協
議
会
委
員
は
身
分
保
障
が
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
活
動
に
あ

た
っ
て
は
労
働
義
務
が
免
除
さ
れ
る
。

経
営
協
議
会
は
、
事
業
所
に
適
用
さ
れ
て
い
る
法
律
、
協
約
、
安
全
衛

生
規
則
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
監
視
す
る
。
さ
ら
に
、
経
営
協
議
会
は
一

連
の
事
項
、
す
な
わ
ち
、
事
業
所
秩
序
、
労
働
時
間
の
開
始
と
休
憩
、
残

業
等
に
対
す
る
共
同
決
定
権
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
使
用

者
は
経
営
協
議
会
の
同
意
を
得
ず
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

技
術
革
新
や
経
営
変
更
の
場
合
に
も
、
経
営
協
議
会
は
関
与
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
企
業
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
経
営
協
議
会
が
関
与

す
る
た
め
に
、
労
働
争
議
は
他
の
国
よ
り
希
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
経

営
協
議
会
は
企
業
経
営
者
に
利
益
を
提
供
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
個
々
の
労
働
関
係
か
ら
発
生
す
る
あ
ら
ゆ
る
争
点
お
よ

び
労
働
協
約
当
事
者
間
に
生
じ
る
争
点
に
対
し
て
排
他
的
管
轄
を
も
っ
労

働
裁
判
所
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
は
、
三
つ
の
審
級
す
べ
て
に
使
用
者
代

雑

表
、
労
働
者
代
表
が
素
人
裁
判
官
と
し
て
参
加
す
る
。
訴
訟
は
、
日
本
と

比
較
し
て
長
く
は
か
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
よ
り
一
層
の
迅
速
さ
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
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講
演
の
最
後
に
、
こ
う
し
た
法
制
度
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
相
違
が
指

摘
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
労
働
関
係
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
概
念

と
し
て
「
経
営
共
同
体
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
は
、
使

用
者
に
対
抗
し
て
で
き
る
だ
け
高
い
賃
金
と
良
好
な
労
働
条
件
を
も
と
め

る
点
で
共
通
の
利
害
を
も
っ
従
業
員
を
意
味
す
る
が
、
さ
ら
に
別
に
、
使

用
者
、
経
営
者
等
を
含
め
た
意
味
で
も
理
解
さ
れ
る
。
第
二
の
意
味
で
の

「
経
営
共
同
体
」
は
、
ナ
チ
独
裁
下
で
の
労
働
法
の
な
か
で
大
き
な
意
味

を
も
っ
た
。

ヴ

7
1
ス
ナ

l
教
授
は
、
第
二
の
意
味
で
の
「
経
営
共
同
体
」
が
日
本

の
労
働
関
係
の
実
態
に
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
問
題
提
起
を
さ
れ
た
。

日
本
で
第
二
の
意
味
で
の
「
経
営
共
同
体
」
が
存
在
す
る
理
由
は
、
日
本

社
会
が
前
近
代
的
な
要
素
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

点
に
ま
た
、
「
経
営
共
同
体
」
の
理
念
を
擁
護
し
た
ニ
ッ
パ

l
ダ
イ
教
授

の
学
説
が
日
本
で
影
響
力
を
も
っ
た
理
由
が
あ
る
。

討
論
で
は
、
と
く
に
、
川
労
働
裁
判
所
の
機
構
と
そ
の
機
能
、
日
本
に

お
け
る
労
働
委
員
会
制
度
と
の
比
較
、
閉
経
営
協
議
会
委
員
の
身
分
保
障
、

川
ド
イ
ツ
労
働
組
合
の
動
向
、
と
く
に
組
織
率
の
低
下
に
つ
い
て
、
凶
事



業
所
レ
ベ
ル
で
の
労
働
条
件
決
定
に
関
し
て
は
経
営
協
議
会
と
労
働
組
合

が
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
調
整
の
問
題
、
間
労
働
協
約
に
よ
る

産
業
別
統
一
基
準
が
、
小
規
模
な
い
し
業
績
の
悪
い
事
業
所
に
と
っ
て
も

つ
意
義
、
等
が
議
論
さ
れ
た
。

(
文
責

鎌
田

耕
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